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自動車「運転適性診断会」を開催しました 
最近、高齢者が加害者となる交通事故が多く発生していること、また、秩父シル 

バーに於いても、就業中に車の運転に関する事故が起こっていることなどから、下 

記のとおり開催いたしました。 

〇 第１回  ・１月２２日  ・秩父市福祉女性会館  ・１０時～１６時  

      ・参加者数 ３６名  

〇 第２回  ・２月１８日  ・秩父市福祉女性会館  ・１０時～１６時  

      ・参加者数 ３５名 

〇 検査の内容（１）連続緊急反応検査 （２）信号確認検査 

       （３）側方警戒検査   （４）ハンドル操作検査 

        （５）総合判断  診断結果を基に、個人別に特に注意を要する点 

などについて、専門家による丁寧な指導がありました。 

〇 参加者の声 ・難しかった ・やり方が良くわからなかった 

        ・年に一回ぐらいやってもらいたい、また受講したい 

        ・自分の弱点が分かって参考になった。 

 ※安全委員会の感想＝受講者の皆様、一様に関心を持っていただいたと感じま 

した。今後の事故防止に繋がることを願っています。 

〇 診断者  ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

この診断会は、就業の可否についてを問うものではありません。会員が、自分の運 

転能力を知り、仕事中や仕事現場への行き帰りに、事故に遭ったり起こしたりしな 

いように注意するための会です。 
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皆さん、横断歩道で一時停止をしていますか？ 

「車両等は、横断歩道等に接近する場合は、横断しようとする歩行者等がいないこ 

とが明らかな場合を除き、停止線の直前で停止できるような速度で進行しなければ 

ならない。又横断しようとする歩行者等がいる時は、横断歩道の直前で一時停止し、 

かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」と道路交通法第３８条に定 

められています。一時停止をしないことは交通違反になるのです。 

 横断しようとしている人がいたら、車両は必ず一時停止して歩行者を通さなけれ 

ばならないという事です。信号のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしている時、 

９０％以上の車が一時停止をしないという報告もあります。 

横断歩道に近づいたら、スピードを緩めて必ず歩行者の確認をしましょう・・・ 



研修視察報告 

２月７日（金）、足利市シルバー人材センターに研修視察に行きました。秩父シル

バーから、中谷副理事長、安全・適正就業委員８名、事務局より髙橋局長、新井次

長、嶋田主事の１２名が参加しました。 

 

〇主な内容（抜粋） 

 当方から質問に沿って、足利市シルバー人材センターから回答をしていただき、 

その後、質疑応答を行いました。  

① 安全委員の構成 

１９人（理事２名・常任理事１名、１３職群班より各１名、職員２名、      

安全推進員１４名） 

②安全委員会の活動 

・除草作業従事会員業務打ち合わせ会  

・植木剪定作業従事会員業務打ち合わせ会  

・応急手当講習会（ 受講者２６名）  

講師 足利市中央消防署職員、 

ＡＥＤの使用方法等の実技指導  

・巡回指導（年９回、３６か所）、１０４人指導 

・交通安全講習会 （受講者１２４名）、  

ビデオ視聴及び講話による安全指導 

③事故発生時の対応、事故を起こした会員への指導は口頭で行っている。 

 

※研修視察を終わって 

 足利市シルバーの事故発生状況、安全巡回パトロールの説明を聞き、事故内容の 

こともありますが、シルバー基本理念などの理解度が高いと感じました。さすが、 

日本で一番先に出来た学校（足利学校）の所在地だなーと思いました。そして、帰 

って来てから研修資料を見て、普段から役職員がきめ細かな活動をしている結果で 

あることを想像しました。 

秩父の場合、同じ人が同じような原因の事故を繰り返している現状から、安全委 

員会だけでの事故防止活動にも限界があると感じていたのですが、今後も、何度で 

も繰り返し安全・適正就業について、会員の皆様に認識していただけるよう、今の 

活動を続けていくことが大切だと思いました。 
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